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労働社会保険制度をめぐる法改正、人事労務管理のトレンドを正射必中します

【特集】成年後見制度のイロハ

ここがポイント

成年後見人というと食事や入浴など
日常生活の身の回りの御世話をするイ
メージを持つかもしれませんが、実際
は異なります。成年後見人の役割は大
きく「身上監護」と「財産管理」に分
かれます。
身上監護とは、本人の身体の状態、

生活の様子等を把握して、必要な福祉
サービス等を手配する法律行為です。
財産管理とは、不動産や預貯金等の

管理、年金の受取、家賃等の支払、役
所への手続等をいいます。

法定後見と任意後見は、制度として
どちらが便利ですか？
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少子化や核家族化が進むなか、家庭で支えられていた介護や看護が難しくなっています。成年後
見制度は、高齢化による判断力の低下や経済的に不利益を被ることを社会全体で保護していく仕組
みです。制度のイロハをご紹介します。

⚫ 成年後見人の役割

法定後見はすでに判断能力が不十分
な人の権利や利益を保護するための制
度です。家庭裁判所の判断に基づき後
見、保佐、補助の制度が運用されます。
一方、任意後見は判断能力があるう

ちに後見してもらいたい人を選任する
仕組みです。
本人の家庭環境や経済状況、判断能

力等により選択することが望まれます。

成年後見制度の種類と定義 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がある

法定後見制度の3類型 法定後見制度には判断能力の程度により後見、保佐、補助の3種類がある
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種類 判断能力（例） 後見人等の権限

後見
判断能力を欠いている
（重度の認知症、常に援助が必要）

• 日常生活に関する行為以外の取消権
• 財産に関する法律行為の代理権

保佐
判断能力が著しく不十分
（重要な財産行為が一人でできない）

• 重要な財産行為等についての同意権、取消権
• 本人が選択した代理権

補助
判断能力が不十分
（重要な財産行為を一人でするには不安）

• 重要な財産行為の中から本人が選択した行為の同意
権、取消権

• 本人が選択した代理権
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個人情報の保護に敏感です
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金魚はフナの一種です。約1,700年前の中国で、
突然変異の赤いフナが偶然発見されたのが始ま
りとされています。
元来、野生の金魚は存在せず、人工的に繁殖

と交配を繰り返して種類が増えました。
観賞用としての金魚が定着したのは江戸時代

後期のことです。奈良県の郡山藩では、天候不
順で凶作が続いて藩財政が危機に瀕しました。
内職で養殖していた金魚を販売したところ、大
当たりして地場産業として栄えます。
現在でも品評会で優勝する金魚には、

数百万円の値がつくこともあります。
飼い主からすれば、金脈を掘り当

てた「ゴールドフィ（ラ）ッシュ」の
気分でしょうか。

文学部は “使えない”？

電子申請・情報ｾｷｭﾘﾃｨ
宣 言 事 務 所

2024年4月に改正される労働基準法では、有期労働契約の締結・更新時において、明示する労働条件
が追加されたり、無期雇用転換権に関する通知義務が強化されます。
2013年4月に労働契約法で無期雇用転換制度ができて以降、通算契約期間や更新回数の上限を設けた

労働契約の有効性が争われる裁判が増えており、これに呼応するかのように、先日も研究機関の「10年
ルール」で雇止めになった労働者の報道が採りあげられていました。
雇止めされた研究者が「身分が不安定だと良質な研究成果がだせない」といっていたのを記事で読ん

だとき、学生時代を思い出しました。当時は文学部（歴史学）を専攻していて研究者に憧れた時期があ
りましたが、憧れだけに終わりました。
社会人になってからというのも「文学部はつぶしがきかない」と言われたことが何度かあります。

確かに法律学や経済学のような実用性はないものの、歴史学は過去の事件や出来事に迫る際、
その原因や背景を「問う」力が求められ、この能力はどんな仕事にも応用が可能です。
夏も本番。進路に迷う学生も多いと思いますが、どの道を選んでも自分の想定を超えて

後々の人生に“使えて”しまいます。証拠をひとつだけ上げておくと、周囲には文学部出身の
（私よりはるかに活躍している）社会保険労務士がたくさんいます。
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